
徳
島
県

徳
島
県
企
業
局

徳
島
県
病
院
局

徳
島
県
教
育
委
員
会

訓
令
第
一
号

徳
島
県
人
事
委
員
会

徳
島
県
監
査
委
員

徳
島
県
議
会

庁

中

一

般

徳

島

県

総

合

県

民

局

各

出

先

機

関

徳

島

県

企

業

局

徳

島

県

病

院

局

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局

各

教

育

機

関

徳
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局

徳

島

県

監

査

事

務

局

徳
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局

徳
島
県
収
用
委
員
会
事
務
局

徳

島

県

議

会

事

務

局

第
二
十
二
回
国
民
文
化
祭
徳
島
県
実
施
本
部
設
置
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

徳

島

県

知

事

飯

泉

嘉

門

徳

島

県

企

業

局

長

河

野

博

喜

徳

島
県

病
院

事
業
管

理
者

塩

谷

泰

一

徳
島
県
教
育
委
員
会
委
員
長

柿

内

愼

市

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

片

山

悦

子

徳

島

県

代

表

監

査

委

員

数

藤

善

和

徳

島

県

議

会

議

長

北

島

勝

也

第
二
十
二
回
国
民
文
化
祭
徳
島
県
実
施
本
部
設
置
規
程

（
設
置
）



第
一
条

第
二
十
二
回
国
民
文
化
祭
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
円
滑
に
処
理
す
る
た
め
、
第
二
十
二
回

国
民
文
化
祭
徳
島
県
実
施
本
部
（
以
下
「
実
施
本
部
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
内
部
組
織
及
び
分
掌
事
務
）

第
二
条

実
施
本
部
に
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
を
置
き
、
そ
の
分
掌
事
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
相
当
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

２

別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
に
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
班
を
置
き
、
そ
の
分
掌
事
務
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
相
当
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

３

本
部
長
は
、
臨
時
又
は
特
別
の
事
務
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
本
部
長
等
）

第
三
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
本
部
長
等
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
実
施
本
部
、
部
又

は
班
に
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
相
当
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

本
部
長
等

実
施
本
部
等

職

務

本
部
長

実
施
本
部

実
施
本
部
の
事
務
を
総
理
す
る
。

副
本
部
長

実
施
本
部

本
部
長
を
補
佐
し
、
本
部
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
本
部
長
が
指
名
す
る
順
序
に
従
い
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

本
部
付

実
施
本
部

上
司
の
命
を
受
け
、
実
施
本
部
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
そ
の

他
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る
。

部
長

部

上
司
の
命
を
受
け
、
部
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
所
属
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。

副
部
長

部

上
司
の
命
を
受
け
、
部
長
を
補
佐
す
る
。

班
長

班

上
司
の
命
を
受
け
、
班
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
所
属
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。



副
班
長

班

上
司
の
命
を
受
け
、
班
の
事
務
を
整
理
し
、
班
長
を
補
佐
す
る
。

班
員

班

上
司
の
命
を
受
け
、
班
の
事
務
に
従
事
す
る
。

２

本
部
長
は
、
知
事
を
も
っ
て
充
て
る
。

３

副
本
部
長
は
、
副
知
事
、
政
策
監
、
企
業
局
長
、
病
院
事
業
管
理
者
及
び
教
育
長
を
も
っ
て
充
て

る
。

４

本
部
付
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

一

理
事

二

総
合
県
民
局
長

三

東
京
事
務
所
長

四

病
院
局
長

五

人
事
委
員
会
事
務
局
長

六

監
査
事
務
局
長

七

労
働
委
員
会
事
務
局
長

八

収
用
委
員
会
事
務
局
長

九

議
会
事
務
局
長

５

部
長
、
副
部
長
、
班
長
及
び
副
班
長
は
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
相
当
下
欄
に
定
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

６

班
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
班
の
班
長
又
は
副
班
長
が
属
す
る
局
、
課
、
室
等
の
職
員
及
び
本
部
長
が

別
に
定
め
る
出
先
機
関
又
は
教
育
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
当
該
班
の
班
員
と
し
て
本
部
長
が
指

名
す
る
。

７

本
部
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
一
の
部
又
は
班
の
職
員
を
他
の
部
又
は
班
の
事
務

に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
雑
則
）

第
四
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
本
部
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

本
部
長
が
別
に
定
め
る
。

（
併
任
の
発
令
）

第
五
条

知
事
の
事
務
部
局
の
職
員
以
外
の
者
で
実
施
本
部
の
副
本
部
長
、
本
部
付
、
副
部
長
、
班
長



及
び
副
班
長
に
充
て
ら
れ
た
も
の
並
び
に
実
施
本
部
の
班
員
に
指
名
さ
れ
た
も
の
は
、
知
事
の
事
務

部
局
の
職
員
に
併
任
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
七
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

部

名

分

掌

事

務

運
営
総
務
部

一

実
施
本
部
に
係
る
事
務
の
総
括
及
び
各
部
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と

。
二

関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

実
施
本
部
に
係
る
動
員
計
画
等
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四

報
道
機
関
へ
の
対
応
等
に
関
す
る
こ
と
。

五

招
待
者
の
案
内
、
接
遇
及
び
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

六

国
際
交
流
に
関
す
る
こ
と
。

七

総
合
案
内
所
の
運
営
等
に
関
す
る
こ
と
。

八

臨
時
駐
車
場
等
に
お
け
る
誘
導
、
案
内
等
に
関
す
る
こ
と
。

九

文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

十

他
の
部
の
分
掌
に
属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

開
会
式
部

一

開
会
式
・
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二

開
会
式
・
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
会
場
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
会
場
」
と
い
う
。
）
の
維
持
管
理
等
に
関
す
る
こ
と
。

三

開
会
式
・
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
入
場
者
等
に
関
す
る
こ
と

。
四

式
典
登
壇
者
等
の
接
遇
、
誘
導
等
に
関
す
る
こ
と
。

五

開
会
式
・
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
係
る
行
啓
に
関
す
る
こ
と

。
六

会
場
及
び
そ
の
周
辺
の
美
化
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。



七

会
場
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
消
防
及
び
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

八

開
会
式
・
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
出
演
者
等
の
受
付
、
案
内

等
に
関
す
る
こ
と
。

九

会
場
周
辺
及
び
駐
車
場
に
お
け
る
車
両
の
整
理
等
に
関
す
る
こ
と
。

閉
会
式
部

一

閉
会
式
・
グ
ラ
ン
ド
フ
ィ
ナ
ー
レ
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二

閉
会
式
・
グ
ラ
ン
ド
フ
ィ
ナ
ー
レ
の
会
場
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
会

場
」
と
い
う
。
）
の
維
持
管
理
等
に
関
す
る
こ
と
。

三

閉
会
式
・
グ
ラ
ン
ド
フ
ィ
ナ
ー
レ
の
入
場
者
等
に
関
す
る
こ
と
。

四

式
典
登
壇
者
等
の
接
遇
、
誘
導
等
に
関
す
る
こ
と
。

五

会
場
の
美
化
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。

六

会
場
に
お
け
る
消
防
及
び
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

七

閉
会
式
・
グ
ラ
ン
ド
フ
ィ
ナ
ー
レ
の
出
演
者
等
の
受
付
、
案
内
等
に
関
す

る
こ
と
。

県
実
施
事
業

一

各
イ
ベ
ン
ト
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

第
一
部
、
県

二

各
イ
ベ
ン
ト
の
会
場
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

実
施
事
業
第

三

各
イ
ベ
ン
ト
の
入
場
者
に
関
す
る
こ
と
。

二
部
及
び
県

四

各
イ
ベ
ン
ト
の
会
場
及
び
そ
の
周
辺
の
美
化
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。

実
施
事
業
第

五

各
イ
ベ
ン
ト
の
会
場
に
お
け
る
消
防
及
び
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

三
部

六

迷
子
の
保
護
及
び
連
絡
並
び
に
遺
失
物
に
係
る
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

七

各
イ
ベ
ン
ト
に
係
る
関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

部

名

班

名

分

掌

事

務

運
営
総
務
部

総
務
班

一

実
施
本
部
に
係
る
事
務
の
総
括
及
び
各
部
と
の
連
絡
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

二

関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。



三

実
施
本
部
に
係
る
動
員
計
画
等
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四

部
内
の
庶
務
及
び
部
内
の
動
員
計
画
等
に
関
す
る
こ
と
。

五

報
道
機
関
へ
の
対
応
及
び
報
道
関
係
資
料
の
作
成
に
関
す

る
こ
と
。

六

シ
ャ
ト
ル
バ
ス
等
の
運
行
計
画
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

七

他
の
部
及
び
部
内
の
他
の
班
の
分
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

招
待
班

一

招
待
者
の
案
内
、
接
遇
及
び
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

国
際
交
流
班

一

海
外
招
へ
い
団
体
に
関
す
る
こ
と
。

二

歓
迎
会
等
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

総
合
案
内
班

一

徳
島
駅
等
に
お
け
る
総
合
案
内
所
の
運
営
及
び
総
合
案
内

所
に
お
け
る
会
場
案
内
、
観
光
案
内
等
に
関
す
る
こ
と
。

乗
降
案
内
班

一

吉
野
川
河
川
敷
仮
設
駐
車
場
及
び
徳
島
県
沖
洲
マ
リ
ン
タ

ー
ミ
ナ
ル
駐
車
場
並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
に
お
け
る
車
両
の

整
理
及
び
誘
導
に
関
す
る
こ
と
。

二

乗
降
所
に
お
け
る
参
加
者
の
整
理
、
誘
導
及
び
案
内
に
関

す
る
こ
と
。

文
化
庁
メ
デ

一

入
場
者
へ
の
資
料
等
の
配
布
並
び
に
入
場
者
数
の
集
計
及

ィ
ア
芸
術
祭

び
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

班

二

入
場
者
の
受
付
、
案
内
等
に
関
す
る
こ
と
。

三

文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

四

会
場
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

開
会
式
部

総
務
班

一

部
内
及
び
他
の
部
と
の
連
絡
調
整
並
び
に
部
内
の
動
員
計

画
等
に
関
す
る
こ
と
。



二

部
内
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

三

会
場
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

会
場
に
お
け
る
救
護
に
関
す
る
こ
と
。

五

会
場
に
お
け
る
託
児
に
関
す
る
こ
と
。

六

部
内
の
事
務
で
他
の
班
の
分
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

受
付
班

一

会
場
内
に
お
け
る
入
場
者
等
の
受
付
、
案
内
及
び
誘
導
並

び
に
入
場
者
等
の
手
荷
物
等
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

会
場
内
の
案
内
所
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

三

会
場
内
の
美
化
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。

四

会
場
内
に
お
け
る
消
防
及
び
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

接
遇
班

一

式
典
登
壇
者
等
の
受
付
、
接
遇
及
び
誘
導
に
関
す
る
こ
と

。
二

開
会
式
・
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
係
る
行
啓

に
関
す
る
こ
と
。

場
内
班

一

会
場
内
に
お
け
る
資
料
等
の
配
布
、
客
席
へ
の
案
内
、
客

席
か
ら
の
退
場
の
誘
導
及
び
客
席
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

会
場
内
の
案
内
所
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

三

会
場
内
に
お
け
る
迷
子
の
保
護
及
び
連
絡
並
び
に
遺
失
物

に
係
る
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

会
場
内
の
美
化
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。

五

会
場
内
に
お
け
る
消
防
及
び
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

出
演
者
班

一

開
会
式
・
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
進
行
に
係

る
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

開
会
式
・
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
出
演
者
等

の
受
付
、
案
内
及
び
誘
導
並
び
に
控
室
の
管
理
等
に
関
す
る

こ
と
。



場
外
班

一

会
場
周
辺
に
お
け
る
入
場
者
等
の
整
理
、
案
内
及
び
誘
導

に
関
す
る
こ
と
。

二

会
場
周
辺
及
び
駐
車
場
に
お
け
る
車
両
の
整
理
及
び
誘
導

に
関
す
る
こ
と
。

三

会
場
周
辺
の
美
化
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。

四

会
場
周
辺
に
お
け
る
消
防
及
び
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

閉
会
式
部

総
務
班

一

部
内
及
び
他
の
部
と
の
連
絡
調
整
並
び
に
部
内
の
動
員
計

画
等
に
関
す
る
こ
と
。

二

部
内
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

三

会
場
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

会
場
に
お
け
る
救
護
に
関
す
る
こ
と
。

五

会
場
に
お
け
る
託
児
に
関
す
る
こ
と
。

六

部
内
の
事
務
で
他
の
班
の
分
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

受
付
班

一

会
場
内
に
お
け
る
入
場
者
等
の
受
付
、
案
内
及
び
誘
導
並

び
に
資
料
等
の
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

二

会
場
内
に
お
け
る
案
内
所
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

三

会
場
に
お
け
る
迷
子
の
保
護
及
び
連
絡
並
び
に
遺
失
物
に

係
る
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

接
遇
班

一

式
典
登
壇
者
等
の
受
付
、
接
遇
及
び
誘
導
に
関
す
る
こ
と

。

会
場
班

一

会
場
内
に
お
け
る
客
席
へ
の
案
内
、
客
席
か
ら
の
退
場
の

誘
導
及
び
客
席
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

会
場
周
辺
に
お
け
る
入
場
者
等
の
整
理
、
案
内
及
び
誘
導

に
関
す
る
こ
と
。

三

会
場
の
美
化
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。



四

会
場
に
お
け
る
消
防
及
び
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

出
演
者
班

一

閉
会
式
・
グ
ラ
ン
ド
フ
ィ
ナ
ー
レ
の
進
行
に
係
る
連
絡
調

整
に
関
す
る
こ
と
。

二

閉
会
式
・
グ
ラ
ン
ド
フ
ィ
ナ
ー
レ
の
出
演
者
等
の
受
付
、

案
内
及
び
誘
導
並
び
に
控
室
の
管
理
等
に
関
す
る
こ
と
。

県
実
施
事
業

郷
土
文
化
会

一

部
内
及
び
他
の
部
と
の
連
絡
調
整
並
び
に
部
内
の
動
員
計

第
一
部

館
班

画
等
に
関
す
る
こ
と
。

二

部
内
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

三

部
内
の
事
務
で
他
の
班
の
分
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

四

入
場
者
へ
の
資
料
等
の
配
布
並
び
に
入
場
者
数
の
集
計
及

び
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

五

入
場
者
の
受
付
、
案
内
等
に
関
す
る
こ
と
。

六

次
に
掲
げ
る
イ
ベ
ン
ト
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

阿
波
人
形
浄
瑠
璃
の
世
界
車
座
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

（一）

阿
波
人
形
浄
瑠
璃
の
世
界
劇
場
王
国
ま
つ
り
（
徳
島
県

（二）
郷
土
文
化
会
館
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

阿
波
人
形
浄
瑠
璃
の
世
界
木
偶
王
国
と
く
し
ま
展

（三）

美
術
展
（
書
道
に
限
る
。
）

（四）

徳
島
文
芸
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
語
り
の
名
人
芸
に
限
る

（五）
。
）

七

展
示
作
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

八

会
場
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

九

会
場
及
び
そ
の
周
辺
の
美
化
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。

十

会
場
に
お
け
る
消
防
及
び
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

迷
子
の
保
護
及
び
連
絡
並
び
に
遺
失
物
に
係
る
処
理
に

関
す
る
こ
と
。

十
二

関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。



文
化
の
森
班

一

入
場
者
へ
の
資
料
等
の
配
布
並
び
に
入
場
者
数
の
集
計
及

び
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

二

入
場
者
の
受
付
、
案
内
等
に
関
す
る
こ
と
。

三

美
術
展
（
書
道
を
除
く
。
）
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

四

会
場
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

会
場
及
び
そ
の
周
辺
の
美
化
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。

六

会
場
に
お
け
る
消
防
及
び
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

七

迷
子
の
保
護
及
び
連
絡
並
び
に
遺
失
物
に
係
る
処
理
に
関

す
る
こ
と
。

八

関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

劇
場
王
国
ま

一

入
場
者
へ
の
資
料
等
の
配
布
並
び
に
入
場
者
数
の
集
計
及

つ
り
班

び
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

二

入
場
者
の
受
付
、
案
内
等
に
関
す
る
こ
と
。

三

阿
波
人
形
浄
瑠
璃
の
世
界
劇
場
王
国
ま
つ
り
（
徳
島
県
郷

土
文
化
会
館
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
運
営

に
関
す
る
こ
と
。

四

会
場
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

会
場
及
び
そ
の
周
辺
の
美
化
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。

六

会
場
に
お
け
る
消
防
及
び
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

七

迷
子
の
保
護
及
び
連
絡
並
び
に
遺
失
物
に
係
る
処
理
に
関

す
る
こ
と
。

八

関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

県
実
施
事
業

文
学
書
道
館

一

入
場
者
へ
の
資
料
等
の
配
布
並
び
に
入
場
者
数
の
集
計
及

第
二
部

班

び
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

二

入
場
者
の
受
付
、
案
内
等
に
関
す
る
こ
と
。

三

次
に
掲
げ
る
イ
ベ
ン
ト
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

美
術
展
（
書
道
に
限
る
。
）

（一）

徳
島
文
芸
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
徳
島
ゆ
か
り
の
作
品
紹

（二）



介
及
び
朗
読
劇
に
限
る
。
）

四

展
示
作
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

会
場
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

六

会
場
及
び
そ
の
周
辺
の
美
化
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。

七

会
場
に
お
け
る
消
防
及
び
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

八

迷
子
の
保
護
及
び
連
絡
並
び
に
遺
失
物
に
係
る
処
理
に
関

す
る
こ
と
。

九

関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

武
道
館
班

一

入
場
者
へ
の
資
料
等
の
配
布
並
び
に
入
場
者
数
の
集
計
及

び
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

二

入
場
者
の
受
付
、
案
内
等
に
関
す
る
こ
と
。

三

徳
島
文
芸
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
高
校
生
「
詩
の
ボ
ク
シ
ン

グ
」
全
国
大
会
に
限
る
。
）
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

四

会
場
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

会
場
及
び
そ
の
周
辺
の
美
化
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。

六

会
場
に
お
け
る
消
防
及
び
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

七

迷
子
の
保
護
及
び
連
絡
並
び
に
遺
失
物
に
係
る
処
理
に
関

す
る
こ
と
。

八

関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

徳
島
市
立
体

一

部
内
及
び
他
の
部
と
の
連
絡
調
整
並
び
に
部
内
の
動
員
計

育
館
班

画
等
に
関
す
る
こ
と
。

二

部
内
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

三

部
内
の
事
務
で
他
の
班
の
分
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

四

入
場
者
へ
の
資
料
等
の
配
布
並
び
に
入
場
者
数
の
集
計
及

び
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

五

入
場
者
の
受
付
、
案
内
等
に
関
す
る
こ
と
。

六

次
に
掲
げ
る
イ
ベ
ン
ト
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

伝
統
工
芸
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

（一）



生
活
文
化
総
合
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

（二）

食
文
化
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

（三）
七

展
示
作
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

八

会
場
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

九

会
場
及
び
そ
の
周
辺
の
美
化
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。

十

会
場
に
お
け
る
消
防
及
び
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

迷
子
の
保
護
及
び
連
絡
並
び
に
遺
失
物
に
係
る
処
理
に

関
す
る
こ
と
。

十
二

関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

県
実
施
事
業

徳
島
文
理
大

一

部
内
及
び
他
の
部
と
の
連
絡
調
整
並
び
に
部
内
の
動
員
計

第
三
部

学
班

画
等
に
関
す
る
こ
と
。

二

部
内
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

三

部
内
の
事
務
で
他
の
班
の
分
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

四

入
場
者
へ
の
資
料
等
の
配
布
並
び
に
入
場
者
数
の
集
計
及

び
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

五

入
場
者
の
受
付
、
案
内
等
に
関
す
る
こ
と
。

六

次
に
掲
げ
る
イ
ベ
ン
ト
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

合
唱
の
祭
典

（一）

吹
奏
楽
の
祭
典

（二）

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
祭
典

（三）
七

会
場
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

八

会
場
及
び
そ
の
周
辺
の
美
化
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。

九

会
場
に
お
け
る
消
防
及
び
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

十

迷
子
の
保
護
及
び
連
絡
並
び
に
遺
失
物
に
係
る
処
理
に
関

す
る
こ
と
。

十
一

関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

街
角
ジ
ャ
ズ

一

入
場
者
へ
の
資
料
等
の
配
布
並
び
に
入
場
者
数
の
集
計
及

フ
ェ
ス
テ
ィ

び
報
告
に
関
す
る
こ
と
。



バ
ル
班

二

入
場
者
の
受
付
、
案
内
等
に
関
す
る
こ
と
。

三

次
に
掲
げ
る
イ
ベ
ン
ト
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

街
角
ジ
ャ
ズ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

（一）

街
角
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

（二）
四

会
場
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

会
場
及
び
そ
の
周
辺
の
美
化
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。

六

会
場
に
お
け
る
消
防
及
び
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

七

迷
子
の
保
護
及
び
連
絡
並
び
に
遺
失
物
に
係
る
処
理
に
関

す
る
こ
と
。

八

関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
）

区

分

充

て

る

者

運
営
総
務
部

運
営
総
務
部
長

県
民
環
境
部
長

運
営
総
務
部
副

危
機
管
理
局
副
理
事
、
次
長
及
び
参
事
、
企
画
総
務
部
次
長

部
長

、
参
事
及
び
総
合
政
策
局
次
長
、
県
民
環
境
部
副
理
事
、
次

長
、
参
事
及
び
地
域
振
興
局
次
長
、
商
工
労
働
部
副
理
事
、

次
長
及
び
観
光
戦
略
局
次
長
、
農
林
水
産
部
次
長
及
び
参
事

並
び
に
南
部
総
合
県
民
局
次
長
及
び
保
健
福
祉
環
境
部
長
、

議
会
事
務
局
次
長
、
教
育
次
長
、
教
育
参
事
及
び
教
育
委
員

会
事
務
局
参
事
、
人
事
委
員
会
事
務
局
次
長
、
監
査
事
務
局

次
長
、
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長
並
び
に
収
用
委
員
会
事
務

局
次
長

総
務
班
長

県
民
環
境
部
文
化
交
流
局
国
民
文
化
祭
課
長

総
務
班
副
班
長

企
画
総
務
部
税
務
課
長
並
び
に
県
民
環
境
部
県
民
環
境
政
策



課
課
長
補
佐
並
び
に
文
化
交
流
局
文
化
国
際
課
課
長
補
佐
及

び
国
民
文
化
祭
課
課
長
補
佐

招
待
班
長

危
機
管
理
局
参
事

招
待
班
副
班
長

危
機
管
理
局
企
画
課
課
長
補
佐
、
南
海
地
震
対
策
課
長
及
び

消
防
保
安
課
長
、
企
画
総
務
部
総
合
政
策
局
課
長
補
佐
並
び

に
県
民
環
境
部
県
民
環
境
政
策
課
課
長
補
佐
、
議
会
事
務
局

総
務
課
長
、
議
事
課
長
及
び
調
査
課
長
、
人
事
委
員
会
事
務

局
任
用
課
長
及
び
職
員
課
長
並
び
に
監
査
事
務
局
監
査
第
一

課
長
、
監
査
第
二
課
長
及
び
外
部
監
査
室
長

国
際
交
流
班
長

県
民
環
境
部
文
化
交
流
局
文
化
国
際
課
長

国
際
交
流
班
副

県
民
環
境
部
男
女
参
画
青
少
年
課
長
、
情
報
シ
ス
テ
ム
課
課

班
長

長
補
佐
、
文
化
交
流
局
文
化
国
際
課
課
長
補
佐
及
び
地
域
振

興
局
市
町
村
課
課
長
補
佐

総
合
案
内
班
長

商
工
労
働
部
観
光
戦
略
局
観
光
企
画
課
長

総
合
案
内
班
副

商
工
労
働
部
観
光
戦
略
局
観
光
企
画
課
課
長
補
佐
及
び
に
ぎ

班
長

わ
い
づ
く
り
課
長
並
び
に
南
部
総
合
県
民
局
保
健
福
祉
環
境

部
副
部
長
並
び
に
病
院
局
総
務
課
長
及
び
経
営
企
画
課
長

乗
降
案
内
班
長

農
林
水
産
部
農
山
村
整
備
課
長

乗
降
案
内
班
副

農
林
水
産
部
農
山
村
整
備
課
課
長
補
佐
及
び
南
部
総
合
県
民

班
長

局
保
健
福
祉
環
境
部
副
部
長
並
び
に
収
用
委
員
会
事
務
局
次

長



文
化
庁
メ
デ
ィ

教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習
政
策
課
長

ア
芸
術
祭
班
長

文
化
庁
メ
デ
ィ

教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
政
策
課
課
長
補
佐
及
び
生
涯
学
習

ア
芸
術
祭
班
副

政
策
課
課
長
補
佐
並
び
に
労
働
委
員
会
事
務
局
調
整
課
長
及

班
長

び
審
査
課
長

開
会
式
部

開
会
式
部
長

農
林
水
産
部
長

開
会
式
部
副
部

県
民
環
境
部
副
理
事
、
次
長
、
参
事
及
び
環
境
局
次
長
、
農

長

林
水
産
部
次
長
及
び
参
事
並
び
に
南
部
総
合
県
民
局
次
長
、

企
画
振
興
部
長
及
び
農
林
水
産
部
長
並
び
に
教
育
次
長
、
教

育
参
事
及
び
教
育
委
員
会
事
務
局
参
事

総
務
班
長

農
林
水
産
部
農
林
水
産
政
策
課
長

総
務
班
副
班
長

県
民
環
境
部
環
境
局
環
境
管
理
課
課
長
補
佐
並
び
に
農
林
水

産
部
農
林
水
産
政
策
課
課
長
補
佐
、
畜
産
課
長
及
び
農
地
整

備
課
長

受
付
班
長

県
民
環
境
部
県
民
環
境
政
策
課
長

受
付
班
副
班
長

県
民
環
境
部
県
民
環
境
政
策
課
課
長
補
佐
、
情
報
シ
ス
テ
ム

課
課
長
補
佐
及
び
環
境
局
環
境
管
理
課
課
長
補
佐
並
び
に
農

林
水
産
部
水
産
課
長

接
遇
班
長

県
民
環
境
部
環
境
局
環
境
首
都
課
長

接
遇
班
副
班
長

県
民
環
境
部
男
女
参
画
青
少
年
課
課
長
補
佐
及
び
環
境
局
環

境
首
都
課
課
長
補
佐



場
内
班
長

教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
総
務
課
長

場
内
班
副
班
長

教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
総
務
課
課
長
補
佐
、
教
育
改
革
課

長
、
特
別
支
援
教
育
課
長
、
人
権
教
育
課
長
、
ス
ポ
ー
ツ
健

康
課
長
、
生
涯
学
習
政
策
課
課
長
補
佐
及
び
文
化
財
課
長

出
演
者
班
長

教
育
委
員
会
事
務
局
教
職
員
課
長

出
演
者
班
副
班

南
部
総
合
県
民
局
企
画
振
興
部
副
部
長
及
び
農
林
水
産
部
副

長

部
長
並
び
に
教
育
委
員
会
事
務
局
教
職
員
課
課
長
補
佐
及
び

学
校
政
策
課
長

場
外
班
長

農
林
水
産
部
林
業
振
興
課
長

場
外
班
副
班
長

農
林
水
産
部
検
査
金
融
課
長
、
林
業
振
興
課
課
長
補
佐
及
び

森
林
整
備
課
長
並
び
に
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
改
革
課
長

及
び
福
利
厚
生
課
長

閉
会
式
部

閉
会
式
部
長

企
画
総
務
部
長

閉
会
式
部
副
部

企
画
総
務
部
次
長
及
び
参
事
並
び
に
県
民
環
境
部
副
理
事
、

長

次
長
、
参
事
、
地
域
振
興
局
次
長
及
び
環
境
局
次
長
並
び
に

教
育
次
長
、
教
育
参
事
及
び
教
育
委
員
会
事
務
局
参
事

総
務
班
長

企
画
総
務
部
総
務
課
長

総
務
班
副
班
長

企
画
総
務
部
総
務
課
課
長
補
佐
及
び
管
財
課
長

受
付
班
長

県
民
環
境
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
長



受
付
班
副
班
長

県
民
環
境
部
県
民
環
境
政
策
課
課
長
補
佐
、
男
女
参
画
青
少

年
課
課
長
補
佐
、
情
報
シ
ス
テ
ム
課
課
長
補
佐
及
び
地
域
振

興
局
市
町
村
課
課
長
補
佐
並
び
に
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校

政
策
課
課
長
補
佐

接
遇
班
長

県
民
環
境
部
地
域
振
興
局
市
町
村
課
長

接
遇
班
副
班
長

県
民
環
境
部
地
域
振
興
局
市
町
村
課
課
長
補
佐

会
場
班
長

県
民
環
境
部
統
計
調
査
課
長

会
場
班
副
班
長

県
民
環
境
部
統
計
調
査
課
課
長
補
佐
並
び
に
環
境
局
環
境
整

備
課
長
及
び
環
境
管
理
課
課
長
補
佐

出
演
者
班

県
民
環
境
部
地
域
振
興
局
地
域
情
報
政
策
課
長

出
演
者
班
副
班

県
民
環
境
部
地
域
振
興
局
地
方
分
権
推
進
課
長
及
び
地
域
情

長

報
政
策
課
課
長
補
佐
並
び
に
環
境
局
環
境
首
都
課
課
長
補
佐

県
実
施
事
業

県
実
施
事
業
第

県
土
整
備
部
長

第
一
部

一
部
長

県
実
施
事
業
第

県
民
環
境
部
副
理
事
、
次
長
及
び
参
事
、
県
土
整
備
部
副
理

一
部
副
部
長

事
、
次
長
、
参
事
、
高
規
格
道
路
推
進
局
次
長
及
び
港
湾
空

港
整
備
局
次
長
並
び
に
南
部
総
合
県
民
局
次
長
及
び
県
土
整

備
部
長
並
び
に
企
業
局
次
長

郷
土
文
化
会
館

県
土
整
備
部
県
土
整
備
政
策
課
長

班
長



郷
土
文
化
会
館

県
民
環
境
部
文
化
交
流
局
文
化
国
際
課
課
長
補
佐
並
び
に
県

班
副
班
長

土
整
備
部
県
土
整
備
政
策
課
課
長
補
佐
、
建
設
管
理
課
長
、

用
地
対
策
課
長
、
交
通
政
策
課
長
、
都
市
計
画
課
課
長
補
佐

、
流
域
整
備
企
画
課
長
、
砂
防
課
長
、
下
水
環
境
課
長
及
び

住
宅
課
長

文
化
の
森
班
長

県
土
整
備
部
高
規
格
道
路
推
進
局
次
長

文
化
の
森
班
副

県
土
整
備
部
高
規
格
道
路
推
進
局
課
長
補
佐
及
び
都
市
道
路

班
長

整
備
局
課
長
補
佐
並
び
に
企
業
局
総
務
課
長
、
電
力
課
長
及

び
工
務
課
長

劇
場
王
国
ま
つ

県
土
整
備
部
港
湾
空
港
整
備
局
次
長

り
班
長

劇
場
王
国
ま
つ

県
民
環
境
部
文
化
交
流
局
文
化
国
際
課
課
長
補
佐
並
び
に
県

り
班
副
班
長

土
整
備
部
建
設
管
理
課
長
、
道
路
建
設
課
長
並
び
に
港
湾
空

港
整
備
局
港
湾
空
港
課
課
長
補
佐
及
び
港
湾
振
興
管
理
課
長

並
び
に
南
部
総
合
県
民
局
県
土
整
備
部
副
部
長

県
実
施
事
業

県
実
施
事
業
第

保
健
福
祉
部
長

第
二
部

二
部
長

県
実
施
事
業
第

県
民
環
境
部
副
理
事
、
次
長
及
び
参
事
、
保
健
福
祉
部
次
長

二
部
副
部
長

、
参
事
及
び
長
寿
子
ど
も
政
策
局
次
長
、
商
工
労
働
部
副
理

事
、
次
長
、
観
光
戦
略
局
長
及
び
観
光
戦
略
局
次
長
並
び
に

農
林
水
産
部
次
長
及
び
参
事

文
学
書
道
館
班

保
健
福
祉
部
人
権
課
長



長文
学
書
道
館
班

県
民
環
境
部
文
化
交
流
局
文
化
国
際
課
課
長
補
佐
並
び
に
保

副
班
長

健
福
祉
部
健
康
増
進
課
長
、
人
権
課
課
長
補
佐
並
び
に
長
寿

こ
ど
も
政
策
局
長
寿
社
会
課
課
長
補
佐
及
び
こ
ど
も
未
来
課

課
長
補
佐

武
道
館
班
長

保
健
福
祉
部
長
寿
こ
ど
も
政
策
局
長
寿
社
会
課
長

武
道
館
班
副
班

保
健
福
祉
部
長
寿
こ
ど
も
政
策
局
長
寿
社
会
課
課
長
補
佐
及

長

び
こ
ど
も
未
来
課
長

徳
島
市
立
体
育

保
健
福
祉
部
保
健
福
祉
政
策
課
長

館
班
長

徳
島
市
立
体
育

保
健
福
祉
部
保
健
福
祉
政
策
課
課
長
補
佐
、
医
療
政
策
課
長

館
班
副
班
長

、
薬
務
課
長
、
生
活
衛
生
課
課
長
補
佐
及
び
障
害
福
祉
課
長

、
商
工
労
働
部
産
業
振
興
課
課
長
補
佐
及
び
観
光
戦
略
局
観

光
企
画
課
主
幹
並
び
に
農
林
水
産
部
と
く
し
ま
ブ
ラ
ン
ド
戦

略
課
長

県
実
施
事
業

県
実
施
事
業
第

商
工
労
働
部
長

第
三
部

三
部
長

県
実
施
事
業
第

商
工
労
働
部
副
理
事
及
び
次
長
、
県
土
整
備
部
副
理
事
、
次

三
部
副
部
長

長
及
び
参
事
、
出
納
局
次
長
並
び
に
南
部
総
合
県
民
局
次
長

及
び
県
土
整
備
部
長
並
び
に
西
部
総
合
県
民
局
次
長
、
企
画

振
興
部
長
、
保
健
福
祉
環
境
部
長
、
農
林
水
産
部
長
及
び
県

土
整
備
部
長



徳
島
文
理
大
学

商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
長

班
長

徳
島
文
理
大
学

商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
課
長
補
佐
、
地
域
経
済
課
長
、
産

班
副
班
長

業
振
興
課
長
、
労
働
政
策
課
課
長
補
佐
及
び
雇
用
能
力
開
発

課
長
並
び
に
南
部
総
合
県
民
局
県
土
整
備
部
副
部
長
並
び
に

西
部
総
合
県
民
局
企
画
振
興
部
副
部
長
、
保
健
福
祉
環
境
部

副
部
長
、
農
林
水
産
部
次
長
及
び
県
土
整
備
部
副
部
長

街
角
ジ
ャ
ズ
フ

出
納
局
次
長

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

班
長

街
角
ジ
ャ
ズ
フ

県
土
整
備
部
道
路
保
全
課
長
、
河
川
課
長
、
建
築
開
発
指
導

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

課
長
及
び
営
繕
課
長
並
び
に
出
納
局
会
計
課
課
長
補
佐
及
び

班
副
班
長

工
事
検
査
課
長

備
考

班
長
又
は
副
班
長
に
充
て
る
者
に
つ
い
て
は
、
局
又
は
課
に
二
人
以
上
の
次
長
、
参
事
又
は

課
長
補
佐
が
置
か
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
部
長
が
指
定
す
る
次
長
、
参
事
又
は
課
長
補

佐
と
す
る
。


